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I 港湾計画の方針に関する資料 

 1．港湾の沿革、現況 

 1-1 港湾の位置 

東京港は、東京湾最奥部に位置し、東側は千葉港に、南側は川崎港及び横浜港

に近接しており、国際貿易港及び国内拠点港として、首都圏の生活と産業を支え

る重要な役割を担っている。本港と各港との海上距離は次のとおりである。 

表Ⅰ-1-1 国内港湾及び海外港湾との距離 

 

 

■国内港湾

港名 国名
海上距離
（海里）

港名 国名
海上距離
（海里）

苫小牧 日本 558 高松 日本 372

塩釜 〃 320 三島川之江 〃 418

新潟 〃 769 水島 〃 417

横浜 〃 17 広島 〃 478

川崎 〃 11 徳山下松 〃 521

清水 〃 123 博多 〃 590

名古屋 〃 211 北九州（門司） 〃 552

四日市 〃 210 鹿児島 〃 600

大阪 〃 371 志布志 〃 538

神戸 〃 363 那覇 〃 878

■海外港湾

港名 国名
海上距離
（海里）

港名 国名
海上距離
（海里）

釜山 韓国 697 シンガポール シンガポール 2,930

上海 中国 1,058 コロンボ スリランカ 4,542

厦門 中国 1,367 ドバイ アラブ首長国連邦 6,416

香港 中国 1,620 タンジェMED モロッコ 9,962

広州 中国 1,824 ロサンゼルス アメリカ 4,855

青島 中国 1,190 ニューヨーク アメリカ 9,877

天津 中国 1,370 サバンナ アメリカ 9,436

レムチャバン タイ 2,993 ロッテルダム オランダ 11,345

ホーチミン ベトナム 2,410 ハンブルク ドイツ 11,601

ハイフォン ベトナム 2,067 アントワープ ベルギー 11,338

ポートケラン マレーシア 3,207

出典：「距離表」（海上保安庁）より東京都作成 
※ １海里＝1,852m 
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図Ⅰ-1-1 東京港の位置  
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 1-2 港湾の沿革 

東京港は、15 世紀半ば、太田道灌が江戸城築城（1457 年）の頃、隅田川河口

付近が江戸湊として利用されたときが始まりといわれている。 

慶長８年（1603 年）、徳川幕府が江戸に開かれ、江戸の市街地の造成と江戸

湊の拡張、整備が進められ、江戸の繁栄とともに、江戸湊は海上から運び込まれ

る物資の集積、流通の要地として栄えた。 

明治元年（1868 年）、江戸は東京と改められ、日本の首都として政治、経済、

文化の各分野で大いに発展してきたが、海運の面では隣接する横浜港が開港し

て活況をみせたのに対し、東京港は明治末頃に至るまで江戸湊のままでさした

る発展はみられなかった。 

港湾としての東京港は、明治 13 年、東京府が築港調査したときに始まり、本

格的な工事は、明治 39 年、隅田川口改良工事からである。以来港の整備が行わ

れてきたが、その規模は隅田川河口を利用する小型船（400～500 トン級）を対

象としたものであった。このため、大正 12 年（1923 年）の関東大震災によって、

東京が甚大な被害を受けた際には、陸上輸送が途絶したため、国内各地、諸外国

からの救援物資は海上輸送によらざるを得なかったにもかかわらず、当時の東

京港の施設が貧弱であったため、救援船の入港と荷役は困難を極めた。 

関東大震災を契機として、東京港の港湾整備の必要性が痛感され、大正 14 年、

日の出桟橋が完成、続いて昭和 7 年、芝浦岸壁、同９年、竹芝桟橋がそれぞれ完

成、3,000～6,000 トン級船舶が接岸できるようになった。 

その後、東京港は、東京の産業の進展とともに物資の海上輸送基地として重要

性を増し、昭和 16 年５月 20 日（1941 年）アジア地域に限定されて開港するこ

とになり、外国貿易港としての第一歩を踏み出した。 

しかし、まもなく太平洋戦争が始まり、港の発展は大きく阻まれ、終戦後は主

要港湾施設が駐留軍に接収され、港湾機能はほとんど停止状態になった。 

戦後、東京の復興とともに東京港は修築の必要に迫られ、昭和 24 年、東京港

修築５年計画により、大型船が接岸できる豊洲・晴海・品川埠頭等の建設に着手

した。また、昭和 26 年には港湾法に基づき東京港は京浜港として特定重要港湾

に指定され、東京都が東京港の港湾管理者となった。 

昭和 30 年代に至り、日本経済の復興とともに、東京に人口・産業が集中し、

東京港は、首都東京の消費、生産活動に必要な物資の海上流通基地として重要な

役割を担うこととなり、昭和 31 年の東京港港湾計画、昭和 36 年の東京港改訂

港湾計画に基づき港湾施設の整備拡充を図った。 

さらに、昭和 41 年には東京港第二次改訂港湾計画を策定し、輸送革新のコン

テナ船就航に対応して、昭和 42 年、品川埠頭に外貿コンテナ埠頭を、昭和 43 年

には、13 号地に建材専門埠頭、10 号地に内貿雑貨埠頭を整備し、昭和 46 年には

10 号地東岸壁と大井埠頭コンテナバースの一部が完成した。昭和 47 年にはフェ

リー埠頭が 10 号地に整備され、また昭和 49 年には、水産物専門埠頭が大井埠

頭に、木材専門埠頭が 15 号地に建設された。 
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東京港は、物流拠点として大きく発展しつづけ、その時々の経済状況や都民ニ

ーズの変化等を反映しながら整備が進められてきたが、昭和 48 年のオイルショ

ックにより従来の高度経済成長が期待できなくなったことをうけ、昭和 51 年に

社会・経済的諸情勢の変化をふまえた東京港第三次改訂港湾計画を策定した。 

昭和 56 年には、港湾機能と都市機能との調整、大都市問題あるいは都民のレ

クリエーションに対応するため、東京港第四次改訂港湾計画を策定し、物流基地

として、港湾機能の充実と、埠頭背後地も含めた港湾施設の整備とともに、都民

の憩いの場としての海上公園整備も併せて進めた。 

昭和 60 年には青海コンテナ埠頭の一部が、昭和 61 年には埠頭再開発事業に

よる竹芝・芝浦埠頭の一部が供用を開始するなど、港湾施設の整備・近代化が進

められ、同時に埠頭背後地の開発も推進してきた。また、港湾区域と造成された

埋立地には、既成市街地の再開発等に伴う事業所等の受入、海上公園の整備及び

産業・レクリエーション施設を含めた広域的な施設・機能の整備など総合的な港

湾空間の形成を図ってきた。加えて台場・青海・有明地区を、東京の都市構造を

一点集中型から多心型に転換するとともに国際化や情報化の進展に対応する副

都心を建設することになった。こうした情勢に対応するため、昭和 63 年 5 月、

平成 7 年を目標年次とする東京港第五次改訂港湾計画を新たに策定した。 

東京港が国際貿易港として広く世界の主要港と交流を図っていくため、昭和

55 年に米国のニューヨーク・ニュージャージー港と姉妹港、昭和 56 年に中国の

天津港と友好港、昭和 62 年に米国のロサンゼルス港と姉妹港、平成元年４月に

はオランダ国のロッテルダム港と姉妹港の提携を行い、相互の交流を深めてき

た。国内有数の港に成長した東京港は、平成３年５月 20 日に開港 50 周年を迎

えたが、この間入港船舶数は、24.3 倍、取扱貨物量は 11.4 倍となった。 

また、同年には、外航クルーズの玄関口としての晴海客船ターミナルや、同じ

く内航の伊豆諸島への玄関口である竹芝客船ターミナルが装いを新にして供用

開始となった。 

平成５年８月には、東京港の物流の円滑化に大きな役割を果たす、レインボー

ブリッジが東京港を横断する形で完成、平成６年５月に青海コンテナ埠頭第三

バース、また同８年５月に同第四バ－スが供用開始、平成７年 11 月には東京臨

海新交通臨海線「ゆりかもめ」（新橋～有明）が、平成８年３月には東京臨海高

速鉄道臨海副都心線（新木場～東京テレポ－ト）が開通し、都民に一層親しまれ

る港として変貌をとげている。 

平成６年 10 月には、対中国海上貨物の東京港集貨拡大と、中国航路の東京港

誘致を目指し「東京港中国会」が発足し、12 月には新たに上海定期航路が開設

された。 

平成９年には、東京港港湾審議会の最終答申に基づき、また、その後の阪神・

淡路大震災の教訓も踏まえ、平成 17 年を目標年次とする東京港第六次改訂港湾

計画を策定し、平成９年４月告示された。その後、臨海副都心及び豊洲・晴海地

域の開発整備計画の見直しに対応し、平成 10 年４月、計画の一部を変更した。 

また、平成９年７月には、国際競争力をもった使いやすい東京港を実現するた
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め、港湾管理者、関係官公庁、団体・事業者などの関係者が一体となって、東京

港が抱える諸課題を検討する「東京港振興促進協議会」を設立し、平成 10 年９

月に「全体のまとめ」を提言し、平成 11 年４月にこれを実現するための「アク

ションプラン」を策定した。その後、平成 16 年３月には、同プラン策定以降東

京港をはじめとする我が国港湾を取り巻く状況の変化を踏まえ、直面する東京

港の新たな課題の解決に向けた取組の目標を明らかにした「新アクションプラ

ン」を策定した。 

平成 14 年４月には、東京港の物流機能の沖合展開に向け、東京港臨海道路（大

田区城南島～中央防波堤外側地区～江東区若洲）のうち第一工区部分である東

京臨海トンネル（大田区城南島～中央防波堤外側地区）が供用開始され、東京港

の物流効率化に大きく貢献している。 

また、同年には、東京港の国際競争力を強化する取組として、国際港湾特区の

申請及びスーパー中枢港湾への立候補を行った。 

港湾に関する規制緩和を推進させ、港湾サービスの向上、コスト低減を図るた

めに、構造改革特別区域法に基づき、東京港を国際港湾特区とし、税関及び検疫

の執務時間延長及び手数料軽減等の提案を行った。 

さらに、国のスーパー中枢港湾への取組に対し、東京都は、東京港におけるコ

スト低減、スピードアップ、サービス向上を図るとともに、年間取扱量の目標を

340 万～360 万ＴＥＵとして、東京港をスーパー中枢港湾候補として応募した。

そして、平成 16 年７月、東京港と横浜港からなる京浜港が、伊勢湾（名古屋港・

四日市港）及び阪神港（神戸港・大阪港）とともにスーパー中枢港湾に指定され

た。 

平成 16 年７月には、改正ＳＯＬＡＳ条約の発効に伴う「国際航海船舶及び国

際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が施行され、東京港の外貿コンテナ埠

頭、外航客船埠頭及びその他の外貿埠頭においてフェンスや監視カメラの設置

等の保安対策を講じ、立入制限区域における管理と監視を強化している。 

平成 18 年には、首都圏 4,000 万人の生活と産業を支え、経済活力の向上に貢

献する物流拠点としての役割を果たすとともに、憩いと賑わいのある空間を創

出し、環境に優しく災害に強い安全なみなとを実現することを目指して、東京港

第７次改訂港湾計画を策定した。 

同年 10 月には、「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律」が施行された。こ

れを受け、東京港における物流効率化を促進し、国際競争力の強化と利用者サー

ビスの向上を図るため財団法人東京港埠頭公社を民営化し、平成 20 年４月、東

京港埠頭株式会社として業務を開始した。 

平成 20 年３月、東京都、川崎市、横浜市は、アジア諸港の躍進により、日本

港湾の国際的地位が低下していく中、積極的な対策を講じなければ、京浜三港が

世界の基幹航路から外れ、我が国経済に与える影響は極めて深刻であるとの危

機感を共有し、東京湾の国際競争力を強化するため、一層の連携を推進すること

とし、基本合意書を締結し、コンテナ船入港料の一元化や三港共同セミナーなど、

様々な取組を実施した。 
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同年７月、東京都港湾審議会は、第７次改訂港湾計画策定後の東京港を取り巻

く状況の変化を踏まえ、港湾物流を中心に、東京港の今後の経営戦略の方向性を

明らかにし、港湾計画を策定するための指針となるよう、既存埠頭を含めたコン

テナ埠頭等の充実・強化、臨海部全体の交通ネットワークの充実・強化、今後の

港湾経営戦略の展開についての提言を「東京港の今後の港湾経営戦略」として答

申した。この答申を受け、海事関係者や関係行政機関と調整を図り、「東京港港

湾計画の一部変更（案）」をとりまとめ、東京都港湾審議会の議を経て、平成 21

年８月、公示を行った。 

平成 21 年２月、東京港振興促進協議会は、国際物流動向の変化やコンテナ船

の大型化、京浜三港における広域連携の推進、地球温暖化問題への対応など、東

京港を取り巻く状況の著しい変化を踏まえ、東京港の振興を促進していくため、

今後の取組目標を明らかにし、その実現に向けた関係者の努力を引き出してい

く指針となる「第３次アクションプラン」を策定した。 

また、同年 12 月には、京浜三港の連携体制を強化するため、地方自治法に基

づく協議会である「京浜港連携協議会」を設立するとともに、東東京港埠頭株式

会社と横浜港埠頭公社の連携により、ユーザーサービスの向上と経営の効率化

を図るため、「京浜港事業提携委員会」を設置した。京浜港連携協議会において、

今後の京浜港が進むべき方向性について検討を進め、平成 22 年２月に「京浜港

共同ビジョン」を策定した。 

平成 22 年２月、国土交通省は、日本のコンテナ港湾が釜山港等アジア諸国の

港湾との国際的な競争がますます激化するなか、更なる「選択」と「集中」によ

り国際競争力を強化するため、「国際コンテナ戦略港湾」としての選定を希望す

る港湾を募集した。同年３月、東京都は、川崎市、横浜市、東京港埠頭株式会社、

財団法人横浜港埠頭公社と連名で京浜港として「国際コンテナ戦略港湾」に応募

し、同年８月に選定を受けた。 

平成 23 年３月、東北地方太平洋沖地震が発生し、４月から９月まで、被災地

支援の一環として救援物資等の搬出入のため東京港と被災地の港湾との間を航

行する船舶に対し、東京港における入港料及び係留施設使用料の免除を実施し

た。また、震災による東京港と被災地を結ぶ内航フィーダー航路の休止に伴い、

船舶輸送から陸上輸送に変更を余儀なくされた荷主に対し、陸上輸送にかかる

費用の一部補助も実施した。さらに、内航フィーダー航路再開後の航路運航事業

者に対し、航路の早期再開・運航の安定化を図るため、輸送に係る費用の一部補

助を行った。一方、震災による福島第一原子力発電所の事故に伴う東京港に対す

る風評被害対策として、４月から東京港の各コンテナ埠頭の大気中の放射線量

と東京港の海水中の放射能の測定を開始した。さらに、５月から各コンテナ埠頭

のゲート付近でコンテナ表面の放射線量のサンプリング調査も開始した。 

同年４月、国は我が国の港湾の国際競争力の強化を図ることを目的に港湾法

を改正し、港格の見直しを行った。従来の特定重要港湾を廃止し、国際戦略港湾

と国際拠点港湾が新たに設定され、東京港は京浜港として国際戦略港湾に規定

された。 
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 2．東京港を取り巻く状況 

昭和 16 年に国際貿易港として開港した東京港は、昭和 40 年代のコンテナ輸

送革新にいち早く対応し、埠頭機能の強化や港湾運営の効率化に取り組んだこ

とで大きな発展を遂げ、今日では我が国を代表する港湾として極めて重要な役

割を果たしている。 

港湾法に基づく東京港港湾計画は、昭和 31 年に初めて策定され、現在は、平

成 26 年に策定した第８次改訂港湾計画に基づき施設整備等を実施している。 

また、平成 22 年には京浜港として国際戦略港湾に選定され、京浜港を構成す

る各港においては、各港の特性等を踏まえつつ、京浜港全体としての機能の強化

が図られるよう取組を推進してきた。 

第８次改訂港湾計画の策定以降、東京港を取り巻く環境は、アジア貨物の更な

る増加や船舶の大型化の進展などこれまで以上に大きく変化している。また、少

子高齢化等による労働力不足や、ＡＩやＩｏＴ等の情報通信技術の進化など、社

会情勢も変化している。このため、港湾機能の強化とともにＤＸを推進すること

などにより、物流を効率化し生産性の高い港を実現することが求められている。 

一方、首都直下地震等の発生や、激甚化・頻発化している高潮・暴風等のリス

クの増大が懸念されていることから、港湾施設の老朽化に伴う更新需要の増加

も見通した上で、災害時においても物流機能を維持できる、強靭な港の構築に向

けた取組も求められている。 

さらに、脱炭素社会の実現やクルーズを核とした観光拠点の形成など、様々な

分野における取組が求められている。 

このため、以下の各分野における現状や課題等を踏まえ、取組を進めていく。 

図Ⅰ-2-1 東京港の全景 
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 2-1 物流 

 2-1-1 現状 

  (1) 日本経済を牽引する国際貿易港 

東京港は、北米や欧州、アジアなど世界の主要港と外貿コンテナ定期航路ネッ

トワークで結ばれ、日本の経済活動を支える極めて重要な国際貿易港となって

いる。外貿コンテナ定期航路数は週 87 便、うち基幹航路である北米航路が週６

便、欧州・北米航路が週１便となっており、国内トップクラスの航路数を有して

いる。（令和５年３月時点） 

東京港の方面別コンテナ貨物はアジア貨物が増加傾向にある。また、コンテナ

貨物（重量ベース）の輸出入先としては、アジアが 76％となっており、アジア

地域と強いつながりを持っている。（令和３年時点） 

   図Ⅰ-2-2 外貿コンテナ定期航路ネットワーク 

図Ⅰ-2-3 方面別外貿コンテナ貨物量の推移 

東 京 港 の地 域 別 コンテナ輸 出 入 貨 物 比 率 （令 和 3 年） 

出典：「東京港港勢」より作成 

※ 令和５年３月時点 

※ 港湾統計上の方面別航路について、H16 以前及び H23 以降は「最遠寄港地」 

  H17-H22 は「最終寄港地」を用いているため、統計上差異が生じている 

表Ⅰ-2-1 方面別航路数 
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東京港の背後には、首都東京を核とする充実した道路ネットワークが形成さ

れているとともに、交通利便性の高い臨海部や環状道路等の沿線に大型物流倉

庫の立地が進展している。このため、首都圏及び東日本の多くの荷主・物流事業

者等に利用されており、平成 10 年以降国内最多のコンテナ貨物を取り扱ってい

る。 

図Ⅰ-2-4 東京港背後の道路ネットワーク 

図Ⅰ-2-5 首都圏における大型物流倉庫の立地と立地年代別施設数･施設面積  

東京港  

注 1 :  ※ 1  財 投 活 用 に よ る 整 備 加 速 箇 所  

 ※ 2  借 地 契 約 等 が 速 や か に 完 了 す る 場 合  

    ※ 3  用 地 取 得 等 が 順 調 な 場 合  
注 2 :  久 喜 白 岡 J C T ～ 木 更 津 東 I C 間 は 、 暫 定 2 車 線  
注 3 :  事 業 中 区 間 の I C 、 J C T 名 称 に は 仮 称 を 含 む  

出典：㈱プロロジス、日本ＧＬＰ㈱、大和ハウス工業㈱、三井不動産㈱、三菱地所㈱各社ＨＰ 

及び「物流革命 2021」（日経ＭＯＯＫ）より東京都作成 

※ 大型物流倉庫：主な物流不動産事業者の所有する延床 5,000 ㎡以上の大型物流施設で、 

 1986 年以降にしゅん工された施設（2021～2023 年しゅん工予定の施設を含む） 

出典：関東地方整備局 HP より東京都作成 
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図Ⅰ-2-6 外貿コンテナ貨物量の推移  

表Ⅰ-2-2 全国における東京港の外貿コンテナ貨物量割合の推移  

また、東京港の令和３年の貿易額は約 19 兆円であり、国内港湾では最も多い。

これは、空港を含めた我が国全体の貿易額の約 11％に相当しており、東京港は

日本経済を牽引する重要なインフラとしての役割を担っている。 

さらに、東京港での貨物取扱いによる経済波及効果は年間約 31 兆円となって

おり、うち都内は約５兆円である。雇用創出効果は約 152 万人となっており、う

ち都内は約 25 万人である。このように、東京港は都内のみならず、広域にわた

って経済波及効果・雇用創出効果をもたらしている。 

図Ⅰ-2-7 東京港がもたらす経済効果（イメージ）  

出典：各港港湾統計より東京都作成 

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R3

全国 734 1,007 1,269 1,576 1,685 1,728 1,791

東京港 133 185 264 360 382 415 433

18.1% 18.4% 20.8% 22.8% 22.7% 24.0% 24.2%

外貿コンテナ
貨物量
(万TEU)

全国に占める東京港の割合

出典：「平成 28 年東京港港勢」、「平成 23 年東京都産業連関表」、 

「平成 25 年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査」（１か月値）（国土交通省）等を用いて東京都作成 

出典：「東京港港勢」及び港湾近代化促進協議会資料より東京都作成 
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  (2) 首都圏・東日本の生活と産業を支える物流拠点 

東京港で令和３年に取り扱った貨物は約 8,500 万トンであり、外貿貨物が 56％、

内貿貨物が 44％となっている。また、外貿貨物のうち 97％がコンテナで輸送さ

れている。 

背後に大消費地を抱える東京港は、首都圏の都市活動や人々の生活に必要な

物資を受け入れる輸入港としての性格が強く、輸入・輸出比率（重量ベース）は、

約３:１となっている。 

図Ⅰ-2-8 東京港の港勢（令和３年） 

東京港が取り扱う貨物の特徴として、輸入貨物では、食料品や家具等の生活

関連物資の取扱シェアが大きく、これらの貨物の流通拠点として、人々の生活

を支えている。また、輸出貨物では産業機械や自動車部品等の高付加価値製品

が多く、我が国の産業活動に大きく貢献している。  

図Ⅰ-2-9 外貿コンテナ貨物の品目内訳（令和３年）  

出典：「東京港港勢」より作成 

出典：「東京港港勢」より作成 
輸出  輸入  
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図Ⅰ-2-10 東京都で消費される海上輸入貨物のうち、東京港から輸入される割合 

首都圏で消費される輸入コンテナ貨物の約７割、首都圏で生産される輸出コ

ンテナ貨物の約４割が東京港を利用している。また、東日本における輸出入コ

ンテナ貨物の約６割が東京港を利用している。  

   図Ⅰ-2-11 首都圏の外貿コンテナ貨物の港別取扱比率（平成 30 年） 

     図Ⅰ-2-12 都県別の外貿コンテナ貨物における東京港利用割合（平成 30 年） 

出典：「平成 30 年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査」（国土交通省）より東京都作成 

※ 生活関連物資の中で輸入比率の高い主な品目 

出典：「平成 30 年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査」（１か月値）（国土交通省）より東京都作成 

出典：「平成 30 年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査」（１か月値）（国土交通省）より東京都作成 

東京港利用割合  
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  (3) 全国とつながる国内海上輸送拠点 

東京港は、全国の長距離内航ＲＯＲＯ船航路（28 航路）のうち半数の 14 航路、

週 40 便が就航するなど、共通化された荷姿で輸送可能なユニットロード貨物、

フェリーによる貨物及び旅客を取り扱う国内海上輸送拠点として重要な役割を

担っている。（令和２年時点） 

これらの取扱量は、令和２年の東京港における内貿貨物の約６割に相当する

1,964 万トンとなっており、完成自動車や紙・パルプ、農林水産品など人々の消

費や産業を支えている。 

また、フェリーの旅客数については、令和元年において約４万人となっている。 

      図Ⅰ-2-13 東京港の長距離内航ＲＯＲＯ船の発着地別貨物量と航路（令和２年） 

 

図Ⅰ-2-14 東京港に寄港するＲＯＲＯ船   図Ⅰ-2-15 東京港に寄港するフェリー 

出典：発着地別貨物量は「平成 29 年度ユニットロード貨物流動調査」（１か月値）（国土交通省）より東京都作成 

出典：栗林商船株式会社 HP 出典：オーシャン東九フェリーHP 
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図Ⅰ-2-18 日本の経済連携協定の状況  

  (2) 重要性の高まる国内海上貨物輸送 

我が国は本格的な少子高齢化社会を迎える中、トラックドライバーへの時間

外労働の上限規制が適用されること等により、ドライバー不足による物流への

影響が懸念される。   

このため、大量輸送が可能で環境への負荷が少なく、長距離ドライバーの負担

軽減も図れる内航ＲＯＲＯ船・フェリー等を活用したモーダルシフト及び国内複

合一貫輸送等の重要性が高まっている。これに伴い取扱貨物量が増加していると

ともに、内航ＲＯＲＯ船の大型化も進展しており、その対応が求められている。 

図Ⅰ-2-19 トラック輸送から船舶輸送等への転換（モーダルシフト）  

図Ⅰ-2-20 東京港寄港のＲＯＲＯ船の大型化動向  

出典：「通商白書 2022」（経済産業省） 

１トンの荷物を１ｋｍ運ぶ際に排出する CO２ 量  

出典：国土交通省 HP より東京都作成 

出典：「内航船舶明細書」（一般社団法人日本海運集会所）、「東京港ハンドブック」より東京都作成  

凡  例  
就航船舶  

就航船舶 （最大船型 ）  
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 2-2 防災･維持管理 

 2-2-1 現状 

  (1) 災害時の緊急物資等の輸送 

東京港は、大規模地震時における緊急物資や応急・復旧資機材等を海上輸送で

受け入れる、重要な役割を担っている。また、首都圏及び東日本の経済活動を停

滞させないよう、港湾機能を確保し、物流活動を維持する役割を担っている。  

  (2) 高潮等から都民の生命と財産を守る 

東京臨海部には、満潮面以下のゼロメートル地帯を含めた低地帯が広がって

おり、高潮等による浸水の影響を受けやすい地形となっている。そのため、高潮

等に対しては、我が国で最大の浸水被害をもたらした伊勢湾台風級の台風から

背後地を防御できるよう、防潮堤や水門、排水機場等の海岸保全施設を整備し、

都民の生命と財産を守っている。  

 2-2-2 東京港の課題や情勢変化 

  (1) 災害リスクの高まり 

東京港においては、切迫性が高まる首都直下地震等の発生や、激甚化・頻発化

している台風・高潮等に対して被害を最小化し、災害時においても港湾機能を確

実に維持できる、強靭な港づくりが求められている。  

図Ⅰ-2-21 令和元年の台風 15 号による横浜港の被災状況  

図Ⅰ-2-22 平成 30 年の台風 21 号による神戸港の被災状況 

出典：「令和元年台風第１５号による被災状況」（R１.10）（国土交通省）  

（空コンテナ、ＳＯＬＡＳフェンス倒壊）  

（ガントリークレーンのケーブルリール落下状況）  

出典：「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガイドライン」（H31.１）（国土交通省） 
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  (2) 地球温暖化に伴う気候変動への適応 

気候変動の影響による平均海面水位の上昇等に対応し都民の安全と安心を確

保するため、海岸保全施設の機能強化が求められており、令和５年３月に「東京

湾沿岸海岸保全基本計画［東京都区間］」を改訂した。  

図Ⅰ-2-23 世界平均海面水位の予測上昇量  

図Ⅰ-2-24 平均海面水位の上昇への対応  

 

  (3) 港湾施設等の老朽化の進行 

将来的に社会インフラの老朽化に伴う更新需要が増加することが確実視され

る中、既存ストックの有効活用に積極的に取り組んでいくことが求められてお

り、平成 29 年９月に「東京港港湾施設等予防保全基本計画」、令和３年９月に

「東京港橋梁・トンネル長寿命化計画」を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ＩＰＣＣ(ＳＲＯＣＣ)より東京都作成  
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 2-3 環境 

 2-3-1 現況 

  (1) 多様な生物の生息環境 

東京都は、失われつつあった豊かな環境、人々と海との関わりを取り戻すため、

海上公園の整備を進めてきた。現在、40 箇所・約 878 ヘクタール（水域含む）

におよぶ海上公園が開園しており、平成 30 年には葛西海浜公園の干潟が東京都

で初めてラムサール条約湿地に登録されている。 

こうした自然環境の保全・再生の取組により、臨海部は多様な生物の生息環境

となっている。 

図Ⅰ-2-25 葛西海浜公園            図Ⅰ-2-26 海の森公園  

  (2) 廃棄物等の最終処分場 

昭和 52 年から埋立てを行ってきた中央防波堤外側埋立処分場及び平成９年か

ら埋立てを行ってきた新海面処分場は、区部から発生する廃棄物等の最終処分

場としての役割を担っており、都民の生活を支えている。 

また、東京港には、建設発生土やリサイクル関連施設等が集積していることか

ら、平成 14 年に総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）に指定され、静脈物

流ネットワークの拠点にもなっている。  

 2-3-2 東京港の課題や情勢変化 

  (1) 脱炭素社会に向けた港湾における取組 

世界的に環境意識が高まる中、荷主等が利用する港湾を選択するに当たって

は、環境配慮の視点やＣＯ２排出量の削減が重要な要素となっている。このため、

東京港の脱炭素化に向けた取組を戦略的に推進する「東京港カーボンニュート

ラルポート（ＣＮＰ）形成計画」を令和５年３月に策定した。  

 

 

 

 



I-21 
 

  (2) 身近な自然環境への関心の高まり 

自然環境に対する意識の高まりを受けて、人々に安らぎや恵みをもたらす、豊

かな海域環境の保全・再生を一層進め、美しく健全な状態で港湾の環境を将来世

代へ継承していくことが求められている。  

図Ⅰ-2-27 大井ふ頭中央海浜公園の干潟   

図Ⅰ-2-28 緩傾斜護岸を活用した磯浜等の整備 

  (3) 循環型社会の形成に向けた対応 

環境への負荷が少ない経済の発展を図り、社会の持続的発展を実現するため、

港湾を核としたリサイクル等の推進による循環型社会の形成がより一層求めら

れている。  
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 2-4 観光･水辺のまちづくり 

 2-4-1 現状 

  (1) 東京の海の玄関口 

東京港の旅客船埠頭には、東京国際クルーズ埠頭等があり、首都東京の海の玄

関口の役割を担っている。  

令和２年に開業した「東京国際クルーズターミナル」は、世界最大のクルーズ

客船に対応しており、多くの観光客が来訪することによる経済効果などが期待

されている。また、臨海副都心地域の新たなランドマークとして、イベント利用

など、臨海部のにぎわい創出に貢献できる施設となっている。  

また、竹芝埠頭は東京都の島しょ地域への旅客や生活関連物資の輸送拠点と

なっている。  

  (2) 水辺のにぎわい拠点 

東京臨海部は、都心に近く、東京港と東京国際空港を有しており、人々の移動

と交流を支える陸・海・空の交通結節点であるとともに、都心に近接した貴重な

水辺空間を形成している。  

水上バス等による舟運は、臨海部や隅田川等の観光拠点を結ぶ水上交通とし

ての役割を担うとともに、観光資源の一部ともなっている。  

また、都民が水辺に親しめる場である海上公園は、スポーツや釣り、野鳥観察

などの多様なニーズに応えるとともに、お台場海浜公園を含む臨海副都心では

年間を通じて多彩なイベントが開催されるなど、水辺のにぎわい拠点としての

役割を担っている。  

 2-4-2 東京港の課題や情勢変化 

  (1) クルーズの本格的な受入れ再開 

新型コロナウイルス感染症拡大により、世界的なクルーズ客船の運航中止と

なりクルーズ市場は停滞していたが、令和５年３月に国内で外国籍船の受入が

再開されたところであり、今後の本格的な受入に向けた取組を推進していく必

要がある。  

  (2) 水辺空間の利用ニーズの多様化 

クルーズ客船の寄港等による国内外からの観光客の増加や再開発等による新

たなまちの整備が進む中、美しく快適な水辺空間を創出することが求められて

いる。  

また、観光需要の拡大に向けて、陸上交通では得られない体験を楽しむことが

できる水上交通の活性化及び経済波及効果が見込まれる大型クルーザー等の受

入れも求められている。  
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 2-5 長期構想の策定及び関連計画 

こうした東京港を取り巻く情勢変化を踏まえ、東京都は、2040 年代を見据え

た長期的な視点で東京港を進化させるため、東京都港湾審議会に「東京港第９次

改訂港湾計画に向けた長期構想」（以下「長期構想」という。）を諮問し、令和

４年１月に答申を受けた。 

また、東京都では、目指すべき 2040 年代の姿を示した「未来の東京」戦略、

自然災害等に対する強靭化に向けた 2040 年代の姿を示した「ＴＯＫＹＯ強靭化

プロジェクト」、2050 年ＣＯ２排出実質ゼロに向けた「ゼロエミッション東京戦

略」、ベイエリアを舞台に 50 年・100 年先までを見据えた都市のあるべき姿を

示した「東京ベイｅＳＧプロジェクト」等も策定している。 

これらの計画等と整合を図りながら、長期構想を指針とし、以下の港湾計画の

方針に基づき港湾計画を改訂する。  

図Ⅰ-2-29 多様な役割を担う東京港 
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 3．港湾計画の方針 

令和 10 年代後半を目標年次として以下の方針を定め、港湾計画を改訂する。 
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 3-1 [物流] 世界とつながるリーディングポート 

○ ユーザーに選ばれ国際競争力が高く使いやすい港に進化するため、国際基

幹航路の維持や増加する東南アジア航路への対応、国際フィーダー航路網

の充実・積替機能の強化を図るとともに、増加するコンテナ貨物、船舶の

大型化に対応した新たな埠頭を整備し、既存埠頭を再編整備する。 

○ ＡＩ等の最先端技術の積極的な活用や荷役機械の遠隔操作化、コンテナタ

ーミナルの一体利用による限られたヤードスペースの最適化などにより、

ターミナル処理能力を増大させるとともに良好な労働環境の確保を図る。

また、「サイバーポート」による物流の効率化や貨物情報の見える化等に

取り組む。 

図Ⅰ-3-1 コンテナターミナルにおける最先端技術の活用イメージ   

図Ⅰ-3-2 コンテナターミナルの一体利用イメージ 

出典：国土交通省 HP より東京都作成  

TOS:ターミナルオペレーションシステム 
GC :ガントリークレーン 
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○ 国内海上輸送拠点として、モーダルシフトの進展等により増加する内貿貨

物や船舶の大型化に対応した新規ユニットロード埠頭を整備し、既存埠頭

を再編整備する。  

○ 東京港を支える様々な船舶の係留場所の確保など、適切な機能配置と運営

により、限られた港湾空間の効率的な運用を図る。  

 3-2 [防災･維持管理] 信頼をつなぐレジリエントポート 

○ 大規模地震や台風・高潮等の災害時にも物流機能を確実に維持する強靭な

港を実現するため、耐震性の高い港湾施設を整備するとともに、電源設備

等の浸水対策に取り組む。また、背後圏への陸上輸送維持のため、臨港道

路等や埠頭敷地における無電柱化に取り組む。  

図Ⅰ-3-3 耐震強化岸壁･免震クレーン 

図Ⅰ-3-4 臨港道路の無電柱化 

○ 港湾に隣接する地域において、高潮・津波等から都民の生命と財産を確実

に守るとともに物流機能を維持するため、「東京湾沿岸海岸保全基本計画

［東京都区間］」に基づき、海岸保全施設の耐震対策を着実に進める。ま

た、今後の気候変動に伴う平均海面水位の上昇等の影響を踏まえた施設の

機能強化に取り組む。  
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○ 港湾・海岸施設や気象海象等の情報を一元化する「東京みなとＤＸ」の推

進により、災害対応の迅速化や生産性の向上を図る。また、既存ストック

である港湾施設等が将来にわたり機能を発揮し続けるよう、効果的な維持

管理や長寿命化対策に取り組む。  

図Ⅰ-3-5 港湾・海岸の施設情報等を一元化する「東京みなとＤＸ」 
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 3-3 [環境] 未来へつなぐグリーンポート 

○ 東京港におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、「東京港カーボン

ニュートラルポート（ＣＮＰ）形成計画」に基づき、次世代エネルギーや

再生可能エネルギーの活用を促進するとともに、陸上電力供給による船舶

のアイドリングストップなど、港湾施設の脱炭素化に向けた取組を推進す

る。  

図Ⅰ-3-6 カーボンニュートラルポートのイメージ 

○ 水と緑のネットワークを拡充するとともに、豊かな海域環境の創出に向け、

水生生物や水鳥など多様な生物の生息の場であり、ブルーカーボン生態系

を構成する干潟や藻場等の保全・再生に取り組む。また、より多くの人々

が海の豊かさを実感できるよう、環境学習などの取組を推進する。 

図Ⅰ-3-7 藻場（ワカメ）     図Ⅰ-3-8 干潟  

出典：水産庁ＨＰ  
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○ 今後も、区部で発生する廃棄物等を適切に処分し持続可能な循環型社会に

貢献していくため、引き続き廃棄物処分場の機能を確保するとともに、静

脈貨物の取扱機能を確保する。 

 3-4 [観光･水辺のまちづくり] にぎわいをつなぐゲートウェイ 

○ クルーズ客船や大型クルーザー、水上交通（舟運）等の多様な船舶の寄港・

回遊要請に対応するため、客船等の円滑かつ安全な受入機能の確保や官民

連携による船着場の拡充などを図る。  

図Ⅰ-3-9 東京国際クルーズターミナルに着岸した外航クルーズ客船 

 

図Ⅰ-3-10 水上バス      図Ⅰ-3-11 水上タクシー 

○ 水辺のさらなる魅力向上に向けて、緑やオープンスペース等の連続性を確

保した公園の整備や海に面した園路・海浜等へのパブリックアクセスの確

保、民間開発等と連携したにぎわい創出、水辺レクリエーションを安全に

楽しめる環境づくりなどにより人々が海とふれあう場を創出する。また、

デジタルテクノロジーを活用したまちの魅力向上やにぎわいの創出に取

り組む。 
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 4．港湾計画の実現に向けて 

 4-1 世界・国内の港湾、関係機関等との連携 

本港湾計画における物流、防災・維持管理、環境、観光・水辺のまちづくりの

各分野の施策については、複雑かつ多様化・高度化している。また、世界的に大

きな潮流となっているＳＤＧｓやＥＳＧの理念を踏まえ、環境との共生や脱炭

素社会、循環型社会の構築が求められている。施策の展開に際しては、地元自治

体、国、事業者等と連携し多角的な視点を持って取り組んでいく。  

また、港湾における新たな技術の導入や防災・環境の施策等においては、京浜

港をはじめとした国内各港、世界の港湾と連携して取り組んでいく。  

 4-2 貨物需要等の状況に応じた既存ストックの活用 

東京港を取り巻く情勢は刻々と変化しており、様々な要請の中には短い期間

での対応が求められる取組もある。一方、埠頭等の港湾施設の整備には長期間を

要する。  

このため、貨物需要等の状況に応じて既存ストックやヤード、水域を暫定的に

活用するなど、柔軟に対応していく。  

 4-3 港の仕事のＰＲ・快適で働きやすい環境の実現 

近年、生産年齢人口の減少などを背景に港で働く人々の担い手不足が急速に

顕在化してきている。  

未来の東京港の発展のため、東京港における仕事の認知度・イメージの向上に

取り組んでいく。  

また、港で働く人々にとって快適で働きやすい環境を確保するため、女性の活

躍や高齢者雇用の高まりにも配慮し、ＤＸの活用などによる作業環境の向上や

福利厚生施設の充実等に取り組んでいく。  
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 4-4 港湾空間のゾーニング 

東京港の港湾空間を物流機能、都市機能、旅客・マリーナ機能及び環境機能に

ゾーニングし、それぞれの機能を高めるとともに、調和と秩序ある空間を形成す

るため、以下のように利用する。  

 

○ 物流機能ゾーン  

内港地区・南部地区・中部地区・東部地区及び中央防波堤地区の航路及

び航路・泊地沿いは、港湾荷役など物流にかかる活動の場であり、港湾施

設・倉庫などの物流施設の利用に供するゾーンとする。  

○ 都市機能ゾーン  

内港地区の豊洲・晴海や運河周辺、中部地区の臨海副都心などは、業務・

商業・居住機能に加え、観光・交流機能を発揮するゾーンとする。  

○ 旅客・マリーナ機能ゾーン  

内港地区の竹芝・日の出・晴海、中部地区の青海、東部地区の夢の島・

若洲は、旅客船やプレジャーボート・ヨットなど、観光・レクリエーショ

ンの船の利用に供するゾーンとする。  

○ 環境機能ゾーン  

南部地区・中部地区・東部地区の運河沿い、中央防波堤地区東側及び羽

田地区東側の水域沿い、葛西沖地区は、人や生物に優しい環境を創出し、

人と海・港とをつなぐゾーンとする。  
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II 港湾の能力に関する資料 

 1．取扱貨物量 

港湾取扱貨物量実績の統計は令和３年まで整理されているが、令和２年以

降、新型コロナウイルス感染症の影響等により、一時的に物流が混乱している

状況にある。そのため、目標年次における貨物取扱量の設定においては、令和

元年までの実績値を用いることとした。  

 

 1-1 取扱貨物量の推移 

 1-1-1 外内別・公専別取扱量の推移 

外内別・公専別取扱量の過去 10 年間の推移は、次のとおりである。  

表Ⅱ-1-1 外内別・公専別取扱量の推移  

 

  

単位：千トン

H22
2010

H23
2011

H24
2012

H25
2013

H26
2014

H27
2015

H28
2016

H29
2017

H30
2018

R1
2019

R2
2020

R3
2021

公共 44,705 46,415 46,924 48,089 48,490 46,317 47,729 49,612 49,349 47,952 45,931 47,201
コンテナ 42,819 44,695 45,302 46,619 47,066 44,930 46,178 48,152 47,982 46,663 44,663 46,080
在来 1,886 1,720 1,622 1,471 1,424 1,387 1,551 1,460 1,367 1,289 1,268 1,121

445 427 475 405 377 382 373 504 477 542 439 442
公共 22,267 26,042 24,340 26,265 26,725 26,894 27,436 29,384 29,623 28,511 26,316 28,368

ユニット 8,718 9,762 9,931 10,168 11,115 11,791 11,931 11,622 11,716 11,208 9,881 10,837
在来 5,369 5,689 5,463 6,378 6,443 5,904 5,337 6,009 5,516 5,089 5,255 5,826
国際フィーダー 1,123 1,100 1,168 1,169 1,123 904 1,043 1,667 1,523 1,479 1,374 1,119
フェリー 7,057 9,491 7,779 8,550 8,043 8,294 9,126 10,086 10,868 10,735 9,806 10,585

10,099 10,512 11,047 11,273 11,597 11,740 10,416 11,280 12,095 10,801 8,181 8,714
77,515 83,395 82,786 86,032 87,189 85,333 85,954 90,780 91,543 87,806 80,867 84,725
45,150 46,841 47,399 48,494 48,867 46,699 48,102 50,116 49,826 48,494 46,370 47,643

内貿 32,366 36,553 35,387 37,538 38,322 38,634 37,852 40,664 41,718 39,312 34,497 37,082

実績値（参考）

種別外内別

外貿

内貿

合計
専用

専用

外貿

実績値




